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学生の確保の見通し等を記載した書類 

 

（１） 学生の確保の見通しおよび申請者としての取組状況 

 

① 学生の確保の見通し 

ア．定員充足の見込み 

「文部科学大臣指定（認定）医療関係技術者養成学校一覧（平成３０（２０１８）年５月１

日現在）」によると、平成３０（２０１８）年５月１日時点で、短期大学の歯科衛生士学校は全

国に１４大学（公立１大学、私立１３大学）存在している。１４大学の１学年定員は合計１，

０７０人で、１大学平均７６．４人である。近畿二府四県では合計２大学（大阪府・兵庫県に

各１大学）あり、１学年定員は合計１７０人、１大学平均８５．０人である。本学が開設する

歯科衛生学科では、以下に記載する定員充足の見込みを踏まえつつ、中長期的に学生確保を着

実に行う観点から、その入学定員を全国ならびに近畿二府四県の平均より少ない７０人と設定

する。 

日本私立学校振興・共済事業団「平成２６（２０１４）～３０（２０１８）年度 私立大学・

短期大学等入学志願動向」によると、私立短期大学の平成２６（２０１４）～３０（２０１８）

年度（５年間）における入学定員充足率の平均は、全体では９０．３６％であるのに対し、保

健系では９８．２２％、さらに歯科衛生学科では９８．８２％となっている。このことから短

期大学全体においては保健系、その中でも歯科衛生学科は比較的高い数値を示している状況が

うかがえる（資料１）。 

一方、蛍雪時代「２０１５（平成２７）年～２０１９（平成３１）年 全国短大受験ガイド」

の掲載データを基に作成した、平成２６（２０１４）～３０（２０１８）年度の短期大学 歯

科衛生系学科における入学定員・志願者・受験者・合格者数・志願倍率の推移である（資料２）。

全国および本学が学生確保の基盤とする近畿二府四県おける各状況推移を要約すると、以下の

表の通りである。 

 

＜全国＞ 

 平成２６ 

（２０１４）

年度 

平成２７ 

（２０１５）

年度 

平成２８ 

（２０１６）

年度 

平成２９ 

（２０１７）

年度 

平成３０ 

（２０１８）

年度 

学科数 １０学科 １１学科 １１学科 １２学科 １２学科 

入学定員（ａ） ８７０人 ９４０人 ９４０人 ９９０人 ９７７人 

志願者数（ｂ） １，４１６人 １，５５８人 １，４８６人 １，６６４人 １，３９９人 

合格者数（ｃ） １，０２５人 １，０２０人 １，０４６人 １，０３０人 １，０７３人 

志願倍率（ｂ÷ａ） １．６倍 １．７倍 １．６倍 １．７倍 １．４倍 

※蛍雪時代「２０１５（平成２７）年～２０１９（平成３１）年 全国短大受験ガイド」に基

づく。 
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※平成２６（２０１４）年度は３大学、平成２７（２０１５）～３０（２０１８）年度は２大

学が非公表。 

 

＜私立のみ＞ 

 平成２６ 

（２０１４）

年度 

平成２７ 

（２０１５）

年度 

平成２８ 

（２０１６）

年度 

平成２９ 

（２０１７）

年度 

平成３０ 

（２０１８）

年度 

学科数 ９学科 １０学科 １０学科 １１学科 １１学科 

入学定員（ａ） ８３０人 ９００人 ９００人 ９５０人 ９３７人 

志願者数（ｂ） １，３０４人 １，４４６人 １，３９１人 １，５５６人 １，３０１人 

合格者数（ｃ） ９４７人 ９４７人 ９７８人 ９７３人 １，０１３人 

志願倍率（ｂ÷ａ） １．６倍 １．７倍 １．５倍 １．６倍 １．４倍 

※蛍雪時代「２０１５（平成２７）年～２０１９（平成３１）年 全国短大受験ガイド」に基

づく。 

※平成２６（２０１４）年度は３大学、平成２７（２０１５）～３０（２０１８）年度は２大

学が非公表。 

 

＜近畿二府四県＞ 

 平成２６ 

（２０１

４）年度 

平成２７ 

（２０１

５）年度 

平成２８ 

（２０１

６）年度 

平成２９ 

（２０１

７）年度 

平成３０ 

（２０１

８）年度 

５年間 

平均 

 

学科数 ２学科 ２学科 ２学科 ２学科 ２学科  

入学定員（ａ） １７０人 １７０人 １７０人 １７０人 １６７人 

志願者数（ｂ） ２９８人 ２８６人 ２８１人 ３６３人 ２１０人 

合格者数（ｃ） ２１２人 ２０３人 ２１６人 ２１５人 １９３人 

志願倍率（ｂ÷

ａ） 

１．８倍 １．８倍 １．７倍 ２．１倍 １．３倍 １．７倍 

※蛍雪時代「２０１５（平成２７）年～２０１９（平成３１）年 全国短大受験ガイド」に基

づく。 

※大阪府１大学、兵庫県１大学の合計。 

 

平成２６（２０１４）～３０（２０１８）年度の過去５カ年における全国の短期大学歯科衛

生系学科の志願倍率は１．４～１．７倍、私立短期大学のみでも１．４～１．６倍で推移して

いる。また、近畿二府四県の２大学（ともに私立）では１．３～２．１倍（平均１．７倍）で、

概ね全国平均を上回る水準である。平成３０（２０１８）年５月１日現在における短期大学歯

科衛生系学科の定員充足状況（１大学を除く１３大学）は、収容定員合計は３，０６０人で在

学者数合計は２，９００人、定員充足率は９４．８％となっている（資料３）。１３大学中８大
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学において、また私立短期大学のみでも１２大学中７大学にて定員充足率は１００．０％を超

えている。近畿二府四県では２大学とも定員充足率は１００．０％を超えている。このことか

ら、歯科衛生系学科は短期大学全学科系統の中でも学生確保の状況が良好で、さらに近畿二府

四県においては歯科衛生系学科全体の水準をも上回っていることが分かる。 

なお、全国歯科衛生士教育協議会「歯科衛生士教育に関する現状調査の結果報告」（資料４ 表

３）によると、全国の歯科衛生士養成校の学校種別の志願倍率は大学２．５１倍、短期大学１．

３７倍、専門学校０．９８倍、また入学定員充足率は大学９４．６％、短期大学９４．９％、

専門学校８１．５％となっており、短期大学は専門学校に比べて、全国的に見て志願倍率及び

入学定員充足率は高い数値となっている。 

専門学校については公表されているデータが限定されてはいるが、本学の調査によると、近

畿二府四県の専門学校１２校の募集の状況は別添資料の通りである（資料５）。平成３０（２０

１８）年の入学定員充足率の平均は９５．２％と入学定員未充足の学校もあるが、多くの専門

学校の定員は充足している。以上の定員充足状況を踏まえて、近畿では一定の歯科衛生士志望

者がいることが想定されることから、本学の定員充足も十分可能であると考える。 

本学の歯科衛生学科が開設予定のさくら夙川キャンパスは西宮市内に位置し、阪急神戸線夙

川駅・ＪＲ神戸線さくら夙川駅・阪神本線香櫨園駅から徒歩７分である。人口が集中する阪神

地域からは通学至便で、大阪・梅田方面ならびに神戸・三宮方面から２０分圏内、京都ならび

に奈良方面からも概ね６０分圏内で通学圏内である。以上を踏まえると、本学の歯科衛生学科

は兵庫県と大阪府を中心に京都府、奈良県を含めて学生確保の基盤になると推測される。加え

て本学の既設学部・学科は中国・四国地方からも志願者を得ており、また中国・四国地方には

歯科衛生系学科を置く大学・短期大学は徳島県の徳島文理大学保健福祉学部口腔保健学科、高

知県の高知学園短期大学医療衛生学科歯科衛生専攻の２大学に留まることから、中国・四国地

方においても学生確保が期待できると推察される。 

その上で、学生確保の見通しを客観的に検証するため、学生確保の見通し調査（高校生アンケ

ート調査）を第三者機関に委託し実施した。学生確保の見通し調査（高校生アンケート調査）

の結果については、「イ．定員充足の根拠となる客観的なデータの概要」に記載の通りである。 

 基本計画書の「既設大学等の状況」の欄に記載した定員超過率が０．７倍未満の学科等につ

いては、大手前大学の既設学部のうち大手前大学現代社会学部現代社会学科通信教育課程が該

当する。平成２８（２０１６）年度以降の入学定員超過率及び収容定員充足率の状況は、別添

資料の通りである（資料１０）。平成３１（２０１９）年度においては、入学定員５００人に対

し入学者数（正科生）１１９人（秋学期入学者を除く、4 月 1 日現在の予想数値）、入学定員超

過率は０．２３倍となっており、平成２２（２０１０）年度の開設以来入学定員未充足の状況

が続いている。また平成２８（２０１６）年度から平成３１（２０１９）年度の４年間の入学

定員超過率の平均は０．３３倍である。また平成３１（２０１９）年度における在籍学生数（正

科生）は、収容定員３，０００人に対し１，８７４人であり、収容定員充足率は０．６２倍と

なっている。 
一方、別添資料（資料１０）に示すように、入学者数（正科生）においては入学定員を充足

していない状況が続いているが、科目等履修生の受け入れ数をみると平成２８（２０１６）年
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度から平成３１（２０１９）年度の４年間の平均が４００人を超える学習意欲のある学生を受

け入れており、通信教育に対する社会のニーズに応えている。この状況を踏まえ、今後は以下

の学生確保の取り組みと併せ、科目等履修生、聴講生を正科生に導くための取り組みを進め、

入学定員の確保を図りたい。 
 学生確保に向けた具体的な取り組み状況については、(1)入学から卒業までの学習内容、学習

方法等について、「学びやすさ」をＰＲ (2)「仕事」や「職」につながるスキルや知識の修得を

周知できるカリキュラム体系の整備 (3)スクーリング会場の拡大（全国７会場） (4)取得でき

る資格・課程の充実 (5)「公務員試験対策プログラム」、「デジタルクリエイティブプログラム」

等の新設・拡充 (6)編入学の広報を積極的に行い、学習機会の多様化に対応 (7)メディア授業

を増やし、インターネット学習の環境整備 (8)大手前大学既設学部との相互履修制度の導入等

様々な取り組みを継続的に行うことにより、今後の学生確保に努めていく。 

大手前大学現代社会学部現代社会学科通信教育課程の学生確保に向けた直近３年の具体的取

組状況については、以下のとおりである。 

【平成２８（２０１６）年度】 

・増加傾向の見込まれる近畿圏以外の入学者を確保すべく、スクーリング会場に仙台会場を新

たに追加し、全７会場に拡大した。 

・昨年度開設した日本語教員養成課程のさらなる充実のため、６科目を新規開講した。また、

科目等履修生の年間履修上限単位数をそれまでの２０単位から３０単位に増やし、科目等履修

生も１年以内での課程修了が可能となった。 

・「大学での学び方を学ぶ」ための若年者向けの授業科目「基礎ゼミナール」を開講した。若年

者の入学者が増えるなか、充実した学びの環境を整えることで入学者の獲得に繋げていく。 

・相互履修制度を導入し、通信学生も本学通学課程の科目履修が可能となった。 

以上の取組の結果、在籍学生数は前年度１，４８９人から１，７１９人へ増加し、定員充足

率は前年度０．４９から０．５７へと改善した（資料１０）。 

【平成２９（２０１７）年度】 

・社会的に日本語教員の需要が高まる中、「日本語教員養成課程」において日本語教育能力検定

試験に対応した科目や教案作成などの演習に対応した科目を２科目新設した。 

・大学で初めて学ぶ人や大学での学び方がわからない人を対象に「アカデミックスキル科目群」

を新設した。履修計画の立て方やレポートの書き方、論理的思考法など、基礎をしっかりと身

につけたうえで大学で学んでもらうための環境を整えた。 

・前記の「アカデミックスキル科目群」の一環として、入学前学習のためのデジタル教材とし

て「学びの基礎」を新設した。合格後に本格的な学習を開始するまでに「大学生としての心得」

や「学生生活」「情報検索スキル」「電子メディアスキル」など、学ぶために必要なことをデジ

タル教材で学習できる。入学後の振り返り学習にも利用できるようにした。 

・スクーリングの代わりとなるメディア授業をこれまでの１７科目３０単位から２１科目３４

単位に増やし、インターネットの学習のみで卒業できる環境をさらに整備した。 

【平成３０（２０１８）年度】 

・これまではオンラインでの学習を通じた「学びやすさ」のアピールに広告広報の重点をおい
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ていたが、平成３０（２０１８）年度より「学びやすさ」に加え、「仕事」や「職」につながる

スキルや知識の修得を周知できるカリキュラム体系を整え、アピールしていくこととした。 

・法務省入国管理局より示された「日本語教育機関の告示基準」に対応した「日本語教員養成

課程」のカリキュラムを構築し、提供することとした。 

・若年者の獲得を目指し、「憲法」、「行政法」等、公務員試験の筆記試験科目となるものを全て

開講し、科目群で学ばせ、正課外で筆記試験以外のフォローを実施する「公務員試験対策プロ

グラム」を新設した。 

・クリエイターや映像デザイナーの仕事に就くための必須スキルとなる６科目が学ぶことので

きる「デジタルクリエイティブプログラム」を新設した。 

以上の取組の結果、在籍学生数は１,９６５人へ増加しており、定員充足率は０．５７から０．

６５へと改善した。 

平成３１（２０１９）年度の学生確保に向けては、平成３０（２０１８）年度に引き続き、

「学びやすさ」に加え、「仕事」や「職」につながるスキルや知識の修得を周知すべく、「公務

員試験対策プログラム」や「デジタルクリエイティブプログラム」の拡充を予定している。 

 

イ．定員充足の根拠となる客観的なデータの概要 

 本学が歯科衛生学科の学生確保の見通しについて更なる検証を行うために、第三者機関（株

式会社紀伊國屋書店・株式会社高等教育総合研究所）に依頼し実施した高校生アンケート調査

の結果である（資料６）。 

 ＜高校生アンケート調査＞の実施概要は以下のとおりである。 

調査内容 

本学が２０２０年度に設置構想中の歯科衛生学科における学生確保の見通しを検証す

るために、高校生アンケートを実施した。 

アンケート項目は全８問で、全て選択肢式とした。 

調査実施時期 平成３０（２０１８）年９月～平成３１（２０１９）年２月 

調査対象 
２０２０年度の大学入試を受験する可能性が最も高い高校２年生（２０２０年３月卒業

予定者）をアンケートの対象とした。 

実施高校 
近畿地方、中国地方、四国地方の高校にアンケート実施の依頼を行い、５１校（公立２

５校、私立２６校）より実施協力を得た。 

実施人数 ６，０９２人 

 このように、高校生アンケート調査は歯科衛生学科の学生確保が期待できる近畿地方、中国

地方、四国地方の高校にアンケート実施の依頼を行い、５１校（公立２５校、私立２６校）、具

体的には兵庫県２２校（公立１６校、私立６校）、大阪府２２校（公立７校、私立１５校）、京

都府３校（私立３校）、滋賀県１校（私立１校）、奈良県１校（公立１校）、香川県２校（公立１

校、私立１校）より実施協力を得た。結果、これら５１校に在籍する高校２年生（２０２０年

３月に卒業予定で２０２０年度に大学進学時期を迎える者）、合計６，０９２人を対象に高校生

アンケート調査を行った。 

 高校生アンケート調査では、本学の歯科衛生学科の特色・学費・アクセスなどを具体的に示

した上で、受験意欲について回答を求めたところ、１８２人（全体の３．０％）が歯科衛生学

科を「受験したい」とした。また、受験意欲を示した１８２人に対し合格した場合の入学意欲

について回答を求めたところ、８３人が「合格した場合、入学したい」、９５人が「合格した場
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合、併願先の結果によっては入学したい」とした。（「受験したい」とした者のうち、４人は入

学意向無回答）「入学したい」と回答した高校生８３人で、歯科衛生学科が予定する入学定員７

０人を上回る結果となった。さらに「併願大学の結果によっては入学したい」と回答した９５

人を加えると、歯科衛生学科への入学を具体的に検討している者は計１７８人おり入学定員の

２．５４倍であった。 

なお、文部科学省「学校基本調査（平成３０（２０１８）年度）」によると高校生アンケート

調査を行った中で兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、香川県の高校数は全日制のみで５９０校

（分校を含む）あり、平成３０（２０１８）年度時点での高校２年生（２０２０年度に大学進

学時期を迎える者）は５府県合計で１６２，３５５人いる。高校生アンケート調査は５１校６，

０９２人の高校生の入学意欲について測定した結果に留まっていることから、今後の広報活動

を通して本学の歯科衛生学科が広く認知されることで、５府県ならびにそれ以外の周辺県にお

いてもアンケート結果を上回る志願者確保は可能であると推察される。 

ただし、今後学生確保を行う上で、長期的には本学も少子化の影響は免れない点を考慮すべ

きである。平成２７（２０１５）年国勢調査を基に作成した、年度別・地域別にみた大学進学

対象者推移予測（２０２０～２０３４年度）では、平成３２（２０２０）年度における兵庫県、

大阪府、京都府、奈良県、香川県の大学進学対象者数合計は１８０，７６４人（資料７）で、

平成３０（２０１８）年度時点の全日制高校２年生の人数１６２，３５５人を若干上回ってい

る。国勢調査では各地域において住民登録を行う者が年齢別に算出されており、通信制・単位

制高校通学者、当該地域以外の高校への通学者、就労者等を含むが、長期的な少子化進展の規

模を確認する上では支障がないためデータとして用いている。歯科衛生学科が開設する予定の

２０２０年度と２０３４年度（開設１５年目）を比較すると、大学進学対象者は全国で８１．

９％（２０３４年度の２０２０年度比）となる。高校生アンケート調査を行った５府県のうち

兵庫県においては７８．１％、大阪府でも８０．８％と概ね全国並の水準で、最も減少率が高

い奈良県では７１．４％となる。５府県平均では７７．４％で、本学も今後進展する少子化の

影響を免れないことは明らかである。高校生アンケート調査の結果によると歯科衛生学科への

入学を具体的に検討している者は計１７８人おり、上記の人口減少を踏まえても１７８人×７

７．４％＝１３７人で、依然として入学定員７０人の１．９６倍程度の志願者確保が可能であ

ると推察されるが、長期的かつ安定的に学生確保を行うために開設当初より少子化進展を踏ま

えた積極的な広報展開を行っていくことが肝要である。 

 

ウ．学生納付金の設定の考え方 

私立短期大学歯科衛生系学科１３大学の平成３０（２０１８）年度時点の学生納付金は、入

学金を含む初年度の学生納付金合計は平均で１，２６４，４６２円、近畿二府四県（大阪府・

兵庫県の計２大学）では１，３９０，０００円である（資料８）。本学では歯科衛生学科の教育

目的を実現しうる教育体制を置くことを前提に、学生の過大な負担とならないこと、また他大

学との競争力といった観点も十分に考慮した上で、以下のとおり設定した。 

＜初年度納入金：１，３９０，０００円＞（内訳）入学金：２００，０００円、 

授業料他１，１９０，０００円 
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② 学生確保に向けた具体的な取組状況 

ア．歯科衛生学科について 

本学の学生確保に向けた具体的な取組は、主に以下が挙げられる。 
１.大学案内の配布 
２.Web サイトによる情報発信 
３.受験雑誌などへの広告掲載 
４.進学説明会の参加 
５.高校内説明会の実施 
６.高校訪問 
７.オープンキャンパス 
 
１.大学案内の配布 
本学では毎年３月下旬に新年度向けの大学案内を完成し配布している。配布先は資料請求者

（高校生・既卒生・保護者等）、高等学校等が挙げられる。大学案内の内容としては、例年、主

に高校生や保護者それぞれに大学の特色や学びの内容をアピールできるよう情報を配信してい

る。 
歯科衛生学科においては、平成３０（２０１８）年１０月上旬に設置構想の早期告知を目的

として簡易パンフレットを制作し、主に高校及び本学志望者層を中心に１８，０００部を配布

した。また平成３１（２０１９）年２月下旬に設置構想の認知拡大を目的として新たにパンフ

レットを制作し、近畿二府四県の高校２年生や歯科衛生士志望者層を中心に７，０００件のリ

ストに送付した。さらに４月上旬には、大学案内の別冊として改定版のパンフレットを３０，

０００部作成し、資料請求者、オープンキャンパス参加者、進学相談会参加者および各高校へ

配布予定である。パンフレットの構成は、巻頭ページに本学ならではの学びや特色の概要を示

し、高校生や高校教諭・保護者に本学で学ぶ特色の全体像を認知してもらうための紹介をして

いる。次ページ以降の詳細紹介においては、臨地実習を承諾していただいた、京都大学・大阪

大学・神戸大学をはじめとした大学附属病院や総合病院・歯科医院など、充実した臨地実習先

の紹介や歯科衛生士国家試験合格までの３年間のプロセスを掲載し、歯科衛生学科における学

習のイメージを具体的に理解できる工夫を行なっている。また「健康日本２１」において健康

寿命延伸への取り組みにおける歯科衛生士の社会的な役割や価値についての認知拡大を目的と

して、社会から求められる歯科衛生士の姿や現状の求人倍率、結婚・出産などのライフスタイ

ルに合わせて生涯を通じて活躍できる職業であること、さらには現役の歯科衛生士の写真つき

インタビュー掲載などを通じて、歯科衛生士の魅力を紹介している。なお、表紙には「設置構

想中」または「設置認可申請中」および「上記の内容は予定であり変更する場合があります」

等を明記のうえ、学科名称は「仮称」と表記することを厳守している。大学案内を配布したこ

とによる効果測定は、毎月の資料請求数を指標とし動向を追跡していく。 
２.Web サイトによる情報発信 

短期大学サイトとして「学びについて」「入試案内」「就職・キャリア」「留学・国際交流」「学

生生活」「研究施設」「大学案内」のカテゴリーを設けており、高校生をターゲットとした構成
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にしている。 
歯科衛生学科においては、「１.大学案内の配布」と同様に、PR 活動にかかるルールを遵守し

つつ歯科衛生学科特設サイトを設け、この特設サイトに誘導するために、進学情報サイト「ス

タディーサプリ進路」「マイナビ進学」などからリンクを張り検索の利便性を向上させている。

また「google」「yahoo」などの大手検索エンジンから、「歯科衛生士」「歯科専門学校」「歯科資

格」「口腔保健」などのキーワード検索でヒットしやすいよう対策を行ないつつ、積極的なアク

セスの高校生に対しては、本学からさらなる情報提供を行なうことにより接点をさらに深めら

れるよう工夫を行なう。効果測定としては特設サイトへのアクセス数や検索エンジンのクリッ

ク数などを定期的にチェックし、反応が薄い場合はバナー広告や検索キーワードの追加変更な

どの改善措置を行なう予定である。 
３.受験雑誌などへの広告掲載 
各誌の特集ページに参画し掲載すると同時に、進学情報サイトなどにはトピックスとして受

験生にとって有益な情報を掲載している。 
歯科衛生学科においては、各誌の新学部学科設置特集ページに参画し掲載するとともに、進

学情報サイトなどにはトピックスとして優先的に掲載する準備を進めている。このことにより

高校生自身・保護者及び指導をする高校教諭の幅広い層にアピールできる効果を見込んでいる。 
４.進学説明会の参加 

高校生や保護者に対してのダイレクト・コミュニケーションを意図し、進学説明会へは積極

的に参加している。毎年５０件前後の進学相談会に参加しているが、ブースに来ていただいた

方々の志望分野や状況に応じた説明が個別にできること、また本学全体や本学の入試制度等に

ついて率直な感想や意見も聞くことができる場でもあることから有意義な機会となっている。 
歯科衛生学科においては、従来の進学説明会に加えて医療系志望の学生に特化した進学説明

会が行われていることから、これらを積極的に活用していく。従来の年間５０件程度の進学説

明会に加え医療系に特化した説明会に１０件程度の参加を予定している。進学説明会において

は、本学歯科衛生学科の教育の特長や人材育成を通して社会へどのように貢献していくのか、

その他本学の強みなどをダイレクトに正確に伝えていく場とする。このことにより、本学ブー

スに来てもらった高校生を志願者として輩出できる効果を導き出せるものと考えている。 
５.高校内説明会の実施 
高校内説明会については積極的・意欲的に参加件数を増やし、平成２６（２０１４）年度入

試においては５４件であったところ、平成３０（２０１８）年度入試においては約３倍の１８

２件まで数を伸ばした。高校内説明会は高校側から声をかけてもらわなければ参加できないケ

ースが多く、次項「６.高校訪問」で述べるように本格的に高校訪問に特化する活動ができるま

では参加可能な件数自体が非常に少なかった。よって参加件数の伸びは本学の積極的な高校訪

問の成果とも言える。 
歯科衛生学科においては、従来参加している高校内説明会にはもちろんのこと、専門学校を

中心に進学している高校の高校生などへも積極的に教育内容や本学の強みなどをダイレクトに

説明していく予定である。高校内説明会は高校側からのオファーがなければ参加できないケー

スが多いが、高校訪問の中でオファーをもらえるようなアプローチも行なっていくことで、よ



9 
 

りその数を増やしていく。このことにより、本学ブースに来てもらう高校生を志願者として輩

出できる効果を導き出せるものと考えている。 
６.高校訪問 
アドミッションズオフィスの渉外担当者が訪問する専任体制で行なっている。この体制によ

りここ数年の訪問件数は大きく伸び、平成２６（２０１４）年度入試の際には年間６９６件で

あった高校訪問を平成３０（２０１８）年度入試の際には１，１４３件行なうことができた（資

料９）。高校訪問は短期的には本学のアピールや本学への受験促進を各高校に行なっていくもの

であるが、中期的には本学を各高校に正確に理解してもらうことを意図している。そして長期

的には本学の高校訪問は高大連携協定校戦略を掲げている。高大連携協定校戦略は本学が高大

連携協定を締結した各高校（平成３１（２０１９）年１月現在、３９校）のニーズに応える高

大連携を行なうことで、高校側にとっては高校生・保護者が進路を考える上での良いきっかけ

を提供することでメリットを提供し、また本学側のメリットとしては高大連携を通して高校生

や保護者が本当に進学先に求めるものを把握し、本学教員・職員の授業や学生支援における意

識改革を促すものである。例えば、各種出張授業や本学体育会系クラブによる高校生への指導、

保護者への進学講演、保護者のための大学見学と模擬授業など各協定高校の希望に応じて実施

している。これらの取組の効果としては各協定高校とはお互いにパートナー的な存在となり、

双方で自己満足ではなくニーズに応えた学校運営を行なっていくうえで欠かせない存在となっ

たことが挙げられる。 
さらに、歯科衛生学科においては、以下のポイントで新たな行動をとる必要があると考えて

いる。本学と高大連携をしている高校の先生方にヒアリングを行ったところ、人生１００年時

代における健康な社会を支える医療系に興味のある学生や志願者は根強く堅調であるとのこと

であった。ただし、医療系で「健康日本２１」が謳われる中、歯と口腔の健康がもたらす健康

寿命への社会的な取り組みにおいて歯科衛生士が重要な役割を果たしているにも関わらず、職

業としての認知や社会的価値の認識、また必要とされる人材の不足など、社会が求めている歯

科衛生士の位置づけが必ずしも十分認知されているとは言えない実態であることも伺えた。 
そこで、社会が求める人材を輩出する大学の機能・使命として、歯科衛生士の社会的な役割・

価値を、高校生のみならず高校教諭や保護者にも幅広くアプローチしていくことで理解を深め

てもらい、受験志願者の拡大をめざす。大手前短期大学・大手前大学の高大連携協定校３９校

（２０１９年１月現在）の他、大手前短期大学または大手前大学への入学者の多い高校、また

その中でも専門学校へも多く進学している高校へは優先順位を上げて訪問する予定である。ま

た、高校訪問にあたっては従来より高校との連携を密にしている渉外担当者はもちろん、短期

大学教員や設置準備室に着任する専任教員予定者も担当することによって、具体的な教育展開

を高校の先生方に伝える予定である。 
７.オープンキャンパス 
オープンキャンパスについては、毎年度１３回程度を実施しており、平成３１（２０１９）

年度も１３回実施の予定である。 
歯科衛生学科においては、より多くの方に来場いただくため、進学情報サイトや各紙媒体に

年間予定日程を掲載して新規接触者の獲得をめざすとともに、資料請求などで本学に接点のあ



10 
 

る高校生や歯科衛生士に興味のある志望者への DM発送のほか、通学途上の主要駅への駅貼りポ

スターや交通機関各路線の車内吊りポスターなどでも告知を行なう。また web 特設サイトを設

け、具体的なプログラムを前面に打ち出して動員誘導を行なうとともに、LINE やメール DM な

どでも開催を周知する。内容としては年間を通じて複数のプログラムを準備し事前に告知する

ことにより歯科衛生士に興味を持ち続け、入学後の期待や学習意欲を高めることでリピート参

加を促しつつ学びのイメージを明確に持っていただけるように工夫をしていく。また既設の学

部学科とは別に説明会を実施することや高校生の相談に直接答える個別相談ブースを設けるこ

とにより、歯科衛生士に関する疑問や質問にも丁寧に説明・解決していくことにより、安心し

て進路選択を行なえるようにすることで学生確保の効果を見込んでいる。 
 

 

（２）人材需要の動向等社会の要請 

 

① 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 
本学が養成する人材は、「歯科・保健衛生に関する専門知識と高度な技術を持ち、広く社会貢

献ができ、医療・保健・福祉等の医療関連職種と協働・協力し、チーム医療の推進ができる専

門職業人」であり、そのために３年間で習得すべき能力を「卒業認定・学位授与の方針（ディ

プロマ・ポリシー）」として、以下の４点を掲げた。 
・歯科疾患の予防と口腔保健の向上に貢献できる能力をもっている。 
・高齢化社会到来に伴い、求められる歯科・口腔保健のニーズに対応できる能力を持ち、医療・

保健・福祉等の医療関連職種と連携し、協働・協力関係が構築できる。 
・歯科衛生に関する知識と高度な技術の習得と、多様な人間関係に必須なコミュニケーション

能力をもっている。 
・歯科衛生士としての職業倫理観を保持し、自らの責任で行動できる。 
歯科衛生士は看護師同様に長年に渡り、専ら女子の職業とされてきており、現在も就業人口

の９９％以上は女子が占めている。 
しかしながら、ダイバーシティが重視される現代社会では、様々な業種・職種において男女

の垣根が低くなってきている。保健衛生分野である看護師の世界においても、ここ数年男子の

進出が著しく、平成２８（２０１６）年度末における看護師数約１１５万人のうち、男子は８．

４万人であり、看護師全体に占める割合は７．３％となっており、前年度と比べ約１万人（増

加率１３．８％）増加している。歯科衛生士の世界においては、平成２７（２０１７）年の「歯

科衛生士法の一部改正」により、歯科衛生士とは、「厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師の

指導の下に、歯・口腔疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者」と、「歯

科医師の直接の指導の下」が「歯科医師の指導の下に」と「女子」が「者」に改められ、男子

の歯科衛生士受験資格取得が法的に初めて明示された。しかしながら、給与・勤務条件等の労

働条件の改善が遅れており、現時点での志望者は少ないが、将来的には看護師同様、歯科衛生

士の道を目指す男子が増えることが予測される。 
本学の建学の精神は「STUDY FOR LIFE（生涯にわたる、人生のための学び）」に基づき、
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豊かな教養と専門的学術、旺盛な自己開発精神、優れた国際感覚及び問題解決能力を備えた人

材を育成し、地域の教育・研究および生涯学習の中心として、地域社会に貢献することである。 
歯科衛生士の業務は「人間（ひと）」の全てのライフステージに関わり、歯・口腔を通して人々

の健康維持を支援することであり、換言するならば健康を通じて幸福な人生設計を支援するこ

とにある。「人間（ひと）」を対象とした保健・医療・福祉の場では、「自己啓発精神」や「問題

解決能力」等がなければ疾病に対するケア、健康に対する理解や行動を行う事が難しい。併せ

てこれらは専門的な知識や高度な技術を基礎として実施されなければならないが、日進月歩で

変化する医療現場で、生涯を通じて技術や知識の習得のためには、自ら進んで行動を起こす「自

立」した医療人でなければならない。本学科では、そのような建学の精神に基づいた人間形成

を基礎とし、地域の医療機関や障がい者・高齢者施設及び教育機関等との連携のもと、実践能

力を持った教養ある歯科衛生の専門家としての歯科衛生士の養成を目指す。 
以上の観点から、本学の教育理念・目的に基づき、本学科が目指す歯科衛生士像は、「豊かな

教養と人間性を備え、医療・保健・福祉等の視点から、人々の健康と幸せな生活実現のための

専門的知識と高度な技術を持ち、広く社会貢献ができ、卒業後も歯科衛生士として自立するの

みではなく、常に進歩し続ける能力を持った歯科衛生士」である。 
具体的な養成する人材像は、以下の５点に集約される。 

・建学の精神である「STUDY FOR LIFE（生涯にわたる、人生のための学び）」のモット 
ーに基づき、自己を見つめ自らの目標を定め、その目標に向かってチャレンジする自立し 
た人材の養成。 
・歯・口腔の健康はもとより、歯科衛生を通じて全身の健康に対する支援ができる歯科衛 
生士の養成。 
・歯科衛生に関する専門的知識と高度な技術の習得と併せ、特に患者の対応に必須なコミ 
ュニケーション能力を備えた人材の養成。 
・医療・保健・福祉等の医療関連職種と連携し協働・協力関係を構築できる社会性や協調 
性を備えた人材の養成。 
・WHO（世界保健機構）憲章の目的となっている「すべての人間が可能な最高の健康水準 
に到達すること」に基づき、「人々が自らの健康をコントロールし、改善することが出来る 
ようにするプロセス」と定義されている「ヘルスプロモーション」の理念を理解し、目標 
実現のため具体的な活動を通して、個人のみならず地域医療に貢献でき、リーダーシップ 
やマネジメント能力を発揮できる人材の養成。 
このように本学科の教育目標に基づく人材養成の方針と目標を明確に示すため、アドミッシ

ョン・ポリシー、カリキュラム・ポリシーにおいて入学者受け入れの方針及び教育課程編成・

実施の方針を提示し、これらと連動したディプロマ・ポリシーを卒業認定・学位授与の方針と

して明示し、後述の「歯科衛生学科教育課程」を編成した。また本学科の３つのポリシーと教

育課程との相関関係は別添「歯科衛生学科教育課程イメージ図」の通りである（資料１１）。 
歯科衛生士は国家資格であり、「歯科衛生士法」に規定された業務を担う歯科医療の専門職で

ある。本学が設置を構想している「歯科衛生学科」は、本学の建学の精神や理念に基づき、人

間としての高い倫理観と豊かな人間性を備え、医療現場において歯科衛生学を主体とした保健
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医療に関する専門的な知識と高度な技術を身につけるとともに、歯科医療現場でその実践力を

十二分に発揮できる人材の育成を目的とし、それらの人材の養成を目指す教育研究の実践を、

本学の教育理念に基づき展開する。併せて疾病の予防や健康の維持・増進等、現代社会におい

て多様化する保健医療のニーズに対応できる能力を身につけることも重視する。さらに医療や

福祉の現場において他の医療専門職との協働・連携を可能とするコミュニケーション能力やチ

ーム医療を推進する為のマネジメント能力を持ち、医療現場をはじめ教育現場や地域社会にお

いて、人々の健康維持・増進に貢献するとともに、歯科衛生学の発展に寄与出来る医療専門職

としての人材の養成を目指す。 
とりわけ近年医科・歯科領域の研究により、「歯・口腔の健康が全身の健康」に、また「全身

の健康が歯・口腔の健康」に大きく関わっている事が医学的に解明され、保健衛生分野である

「看護学」と「歯科衛生学」は教育研究においても共同研究や相互教育の必要性が認識されて

きている。看護師と歯科衛生士が医療や介護の現場で相互に補完し合う機会も増加している。

とりわけ傷病者や高齢者の訪問看護や在宅医療等において、共通部分や補完部分が多く、相互

協力が必要な場面が増加してきている。今後、一層「全身から見る歯・口腔」と「歯・口腔の

視点から見る全身」の両面からの対応が必要となり、このための協働・連携が必要不可欠なも

のになると想定される。 
近年、糖尿病患者は歯周病に罹患しやすいこと、また逆に歯周病になると糖尿病の症状が悪

化するということが明らかになってきた。歯科医院等において歯周病患者の血糖値を測定し、

糖尿病の疑いがあれば医科と歯科の医療機関が連携し糖尿病と歯周病の治療を行う等、医科と

歯科が情報交換や連携した取り組みを行う事の重要性が認識され、口腔の健康が全身の健康に

大きく関わっていることが医学的に解明されてきている。 
同法人内の大手前大学には、傷病者の栄養管理を担う管理栄養士を養成する「健康栄養学部」

が平成２８（２０１６）年度に開設された。また平成３１（２０１９）年４月には看護師養成

を目的とした「国際看護学部」が開設され、この度の「歯科衛生学科」の設置により、学校法

人としての医療関連分野の充実が図られる事となる。今後、チーム医療の進展に伴い、看護師・

管理栄養士・歯科衛生士等が医療現場や在宅医療現場において、協力・協働する機会が増加す

ることが想定される。本学科の教育課程では、看護・栄養に関する科目配置は「看護学概論」

「栄養学」のみであるが、将来的には法人内の「看護学科」、「管理栄養学科」と「歯科衛生学

科」が、学生の単位互換、医療分野での教育連携や共同研究を行う等、教育研究面での相互協

力関係構築の可能性を追求することにしている。 
以上の状況を踏まえ、本学科の設置の趣旨及び必要性に基づき、社会の要請に応えることが

出来る歯科衛生士を養成するため、次の４点を教育研究上の理念・目的とした学科を設置する。 
・現代社会において、国民の健康の向上に寄与するという社会的要請に十二分に対応でき 
る学科であること。 
・学生に対しては、歯科衛生士としての社会的使命を十分認識させる事を最重要課題とし、 
卒業後の進路を明確に示すことができる学科であること。 
・歯科医院、大学病院・総合病院、障がい者・高齢者施設、企業等が求める歯科衛生士像 
を正しく把握し、人材育成の観点からそれに充分応えることができる学科であること。 
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・保健・医療・福祉等の現場において、他の医療専門職と協働・協力を可能とするコミュ 
ニケーション能力やマネジメント能力を養成できる学科であること。 
 

② 社会的および地域的な人材需要の動向等を踏まえた客観的な根拠 

ア．就業歯科衛生士数の推移 

 厚生労働省「衛生行政報告例」を基本に作成した就業歯科衛生士数の平成８（１９９６）～

２８（２０１６）年（隔年）の推移である（資料１２）。全国では平成８（１９９６）年の５６，

４６６人から平成２８（２０１６）年は１２３，８３１人と２１９．３％増となっている。本

学が歯科衛生学科を開設する兵庫県では平成８（１９９６）年の１，９７６人から平成２８（２

０１６）年は５，３５４人と２７１．０％増となっている。 

また、就業歯科衛生士率（人口１０万対）推移においても、全国では平成８（１９９６）年

の４４．９人から平成２８（２０１６）年は９７．６人と２１７．４％増となっており、兵庫

県において平成８（１９９６）年３６．５人から平成２８（２０１６）年は９７人と２６５．

８％増となっている。（資料１３）。 

 

イ．社会における必要性 

 我が国では急速な高齢化の進展にともない、地域包括ケアシステムの構築が急がれる中、健

康寿命の延伸を図ることが喫緊の課題となっている。政府は平成３０（２０１８）年６月１５

日の経済財政諮問会議において「骨太の方針２０１８」を公表し、その中で「口腔の健康は全

身の健康にもつながることから、生涯を通じた歯科検診の充実、入院患者や要介護者をはじめ

とする国民に対する口腔機能管理の推進など歯科口腔保健の充実や、地域における医科歯科連

携の構築など歯科保健医療充実に取り組む」と明記した。加えて、「高齢者の通いの場を中心と

した介護予防・フレイル対策や生活習慣病等の疾病予防・重症化予防委等により、健康寿命の

地域間格差を解消する」ことが記載された。日本歯科衛生士会はこの「骨太の方針２０１８」

を踏まえ、「食べる」「話す」「笑う」という日常生活の基本的な口腔機能を支えることにより生

活の質を高めることなどを通じて国民の健康寿命の延伸を実現するために、以下４点が必要と

提言している。 

１．医科歯科連携および多職種連携の推進と歯科医療提供体制の充実 

 近年、入院患者に対する口腔機能管理が在院日数を１０％以上削減する効果があることが明

らかになっており、入院患者に対する口腔機能管理の必要性が増大している。しかしながら歯

科を標榜する病院は約２割に留まり、多くの病院では歯科医師・歯科衛生士が配置されていな

いため、周術期等口腔機能管理においては地域の歯科医療機関との連携協働が不可欠である。

また、急性期医療から在宅歯科医療にスムーズに移行するためには、地域の在宅歯科医療連携

室や歯科医師会、歯科医療機関等に情報提供を行い、連携強化を図るなど急性期から回復期に

おける医科歯科連携および退院支援等の連絡・調整が必要不可欠となっている。医科歯科連携

および他職種連携の推進のためには、病院歯科の設置・整備の推進、さらには歯科のない病院

と歯科医院との連携を促進するための口腔保健支援センターや在宅歯科医療連携室等に歯科医

師および歯科衛生士の配置促進、そのための人材養成の研修の充実が必要とされている。 
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２．介護保険施設における歯科衛生士の人材育成と活用促進 

 近年、介護保険施設等においても口腔健康管理の必要性が高まっている。施設入所者の肺炎

発症率が１９％程度であったのに対し、歯科医師、歯科衛生士が口腔健康管理を行った結果１

１％に低減できたとの研究結果もあり、施設入所者の口腔ケアにおいては、適切な口腔健康管

理体制が確保されるよう、歯科医師、歯科衛生士による介護スタッフへの指導・助言および質

の高い日常の口腔ケア実施への支援等の必要性が増大している。また、施設入所者の食べる楽

しみの充実を図り、低栄養を予防するため、多職種連携による食事の観察（ミールラウンド）

等の経口摂取維持支援が行われており、口腔機能や口腔衛生の観点から積極的な関与が求めら

れている。しかしながら、平成２６（２０１４）年医療施設調査によると、歯科訪問診療を実

施している歯科医院の割合は、居宅および施設ともに１４％弱に留まっている。介護保健施設

等の入所者に歯科治療が必要な場合、歯科衛生士は施設職員と協力し、かかりつけ歯科医また

は協力歯科医療機関との連絡・調整を図り、歯科訪問診療が提供される環境を整えることが期

待されている。このことから、介護保険施設における歯科医師との連携した歯科衛生士の配置

や取組み等を通じた高齢者・要介護者等の口腔機能および口腔衛生管理の実施体制が強化され

ることが必要とされている。 

３．高齢者の通いの場や地域ケア会議等における歯科衛生士の参画と活用の促進 

フレイル（加齢とともに運動機能や認知機能が低下してきた状態。要介護に至る前の状態）

の第１段階は「心のフレイル期」であり、人とのつながりの低下や孤食等の社会性の低下から

始まり、口腔を含むヘルスリテラシーの欠如などが大きな要因となる。第２段階は「栄養面の

フレイル期」であり、口腔機能における些細な衰え「滑舌の低下、食べこぼし・わずかのむせ、

噛めない食品が増える等」が「オーラルフレイル」として位置づけられている。この些細な衰

え「オーラルフレイル」を軽視し見逃すと、徐々に不可逆的な第３段階の「身体面のフレイル

期」から、第４段階の「重度介護期」へと移行する。身体面のフレイルを予防するためにはオ

ーラルフレイルの予防が重要となる。しかしながら、市町村間においてその実施に対する温度

差が大きいのが現状で、多職種連携による介護予防のための「地域ケア会議」に歯科衛生士が

参画している市町村は歯科衛生士会の平成２９（２０１７）年調査で全市町村中１８．８％と

非常に少ない。 

この他、歯科衛生士会では歯科医院における歯科衛生士の不足解消、多職種と連携した歯科

医療を提供するために歯科衛生士の不足が喫緊の課題となっていることから、４．「歯科衛生士

に対する復職支援・離職防止等推進事業」の拡充を重点事項としてあげている。 

以上のことから、日常生活の基本的な口腔機能を支えることにより生活の質を高めることな

どを通じて国民の健康寿命の延伸を実現するために歯科衛生士が今後果たすべき役割は極めて

重要で、歯科衛生士の需要が益々拡大していることは疑う余地がない。 

 

ウ．兵庫県における必要性 

 兵庫県では、市町、関係団体と連携し、歯と口腔の健康づくりを計画的に推進していくため、

平成２９（２０１７）年３月に「兵庫県健康づくり推進プラン」（第２次）を策定し、分野別方

針のひとつの柱として「歯及び口腔（こうくう）の健康づくり」を位置づけ、次世代への支援、
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成人期の取組、高齢期の取組、配慮を要する者への支援等各ライフステージ別に基本方針を示

し、取組みを推進している。また、平成３０（２０１８）年３月には基本方針に基づき、各ラ

イフステージ別に具体的な目標値を設定した「兵庫県健康づくり推進実施計画（第２次）」を策

定し、ＰＤＣＡサイクル（計画→実施→評価→改善）を意識した効果的・効率的な施策展開を

目指している。取組みの一つとして「兵庫県口腔保健支援センター」を健康増進課内に設置し、

「兵庫県健康づくり推進プラン」（第２次）「兵庫県健康づくり推進実施計画」（第２次）の進捗

状況の管理、市町・健康福祉事務所・関係団体に対する支援を行っている。具体的な事業内容

としては「歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発・情報提供」「歯科口腔の健康づくりに携わ

る人材の育成」「市町、関係機関・団体との連携・調整」「歯科口腔の健康づくりに関する調査

及び研究の推進」「歯科口腔の健康づくりに関する施策の企画・立案・評価等」が挙げられる。

また、県内では歯科衛生士数が不足していることから、離職歯科衛生士の復職支援事業を行っ

ている。他にも普及啓発活動として多職種連携シンポジウム開催や、歯・口腔からのアプロー

チによる認知症の人の生活の質（QOL）向上のための調査研究事業を行っている。 

 

エ．新卒歯科衛生士の求人状況 

 一般社団法人全国歯科衛生士教育協議会が全国の歯科衛生養成校（大学・短期大学・専門学

校を含む）１６４校を対象に行ったアンケート調査結果によると、平成２９（２０１７）年度

は卒業者数６，９７５人、就職者数６，４８１人で就職率は９２．９％であった。一方、求人

件数は８５，９８３件、求人人数は１３６，４１８人、就職者に対する求人件数倍率は１３．

３倍、就職者に対する求人人数倍率は２１．０倍となっており、平成２２（２０１０）年度以

降最も高い水準に達した（資料４ 表１）。近畿・北陸地方においても就職率は９４％、求人倍

率は２０倍近くと高い水準を示している（資料４ 図５）。 

 

オ．人材需要アンケート調査結果 

 本学は歯科衛生学科の人材需要の見通しについて更なる検証を行うために、第三者機関（株

式会社紀伊國屋書店・株式会社高等教育総合研究所）に依頼し人材需要アンケート調査を実施

した（資料１４）。 

 ＜人材需要アンケート調査＞の実施概要は以下のとおりである。 

調査内容 

本学が２０２０年度に設置構想中の歯科衛生学科における人材需要の見通しを検証す

るために、人材需要アンケートを実施した。 

アンケート項目は全１０問で、９問が選択肢式、１問が記述式とした。 

調査実施時期 平成３０（２０１８）年１１月～平成３１（２０１９）年２月 

調査対象 

（送付先） 

歯科衛生学科の卒業生採用が見込まれる、兵庫県の歯科クリニック・診療所をはじめ、

近畿圏の病院（口腔外科・歯科を設置）、社会福祉施設（高齢者施設など）、公的機関（兵

庫県内の地方自治体）、企業（口腔ケア用品の製造・販売、医療用品の製造・販売また

は商社、歯科器材の製造・販売など）を対象とした。 

合計１，２８４箇所にアンケート調査用紙を送付した。 

回収件数 ２８５箇所（回収率２２．２％） 

 このように、人材需要アンケート調査は歯科衛生学科の卒業生採用が見込まれる兵庫県の歯

科クリニック・診療所をはじめ、近畿圏の病院（口腔外科・歯科を設置）、社会福祉施設（高齢
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者施設など）、公的機関（兵庫県内の地方自治体）、企業（口腔ケア用品の製造・販売、医療用

品の製造・販売または商社、歯科器材の製造・販売など）、合計１，２８４箇所にアンケート調

査用紙を送付し、２８５箇所（回収率２２．２％）から回答を得た。回答元の種類別でみると、

回答数が多い順に「歯科クリニック・診療所」２２７箇所（全体の７９．６％）、「公的機関」

「企業」各１７箇所（同６．０％）、「社会福祉施設」１１箇所（同３．９％）、「病院」９箇所

（同３．２％）、「診療所（歯科以外を含む）」３箇所（同１．１％）であった。所在地別でみる

と、回答数が多い順に「兵庫県」２６１箇所（同９１．６％）で全体の９割以上を占め、他に

「大阪府」１２箇所（同４．２％）などであった。 

 歯科衛生士の勤務状況については、アンケート返送を得た２８５箇所のうち２４４箇所（全

体の８５．６％）が１人以上の勤務人数を示し、その合計は１，６３４人、１箇所平均は６．

７人（１，６３４人÷２４４箇所）であった。また、平成３０（２０１８）年度に採用した新

卒歯科衛生士については、７２箇所が具体的な人数を回答し、採用された人数合計は１１８人、

１箇所平均は１．６人（１１８人÷７２箇所）であった。 

歯科衛生士の充足状況については「大きく不足している」５２箇所（全体の１８．２）、「や

や不足している」１１７箇所（同４１．１％）で、合計すると計１６９箇所（同５９．３％）

が歯科衛生士は不足している状況であるとの認識を示した。一方、「過剰である」とした回答は

なかった。今後４年間の歯科衛生士採用の検討状況については、「検討している」２２０箇所（同

７７．２％）で全体の８割近くを占めた。 

歯科衛生士の今後の学歴別採用見通しについては、「採用は人材次第なので、特にこだわらな

い」が２２３箇所（全体の７８．２％）で最も多かった一方、「短期大学の卒業生を中心に採用

していきたい」８箇所（同２．８％）で、「４年制大学の卒業生を中心に採用していきたい」６

箇所（同２．１％）、「専門学校の卒業生を中心に採用していきたい」４箇所（同１．４％）を

それぞれ上回った。 

また、歯科衛生士採用にあたり、有していることが望ましいと思われる能力を明示の上、「大

いに必要である」「必要である」とした回答結果は以下の通りであった。 

有していることが望ましい能力等 
①大いに必要 ②必要 ①＋② 

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 

社会に暮らす人々の多様性を理解・受容し、コミュニケー

ションを円滑に行うことができる 
２１３ 

７４．

７％ 
６０ 

２１．

１％ 
２７３ 

９５．

８％ 

多少の困難では挫折しない、精神的・肉体的な強さを有し

ている 
１１８ 

４１．

４％ 
１５０ 

５２．

６％ 
２６８ 

９４．

０％ 

歯科衛生の専門的知識・技術についての基礎的な資質・素

養を備えている 
１０４ 

３６．

５％ 
１５４ 

５４．

０％ 
２５８ 

９０．

５％ 

歯科衛生の専門的知識・技術についての高度な資質・素養

を備えている 
３２ 

１１．

２％ 
１２５ 

４３．

９％ 
１５７ 

５５．

１％ 

豊かな感性を持ち、幅広い知識・教養を身につけている ８３ 
２９．

１％ 
１６６ 

５８．

２％ 
２４９ 

８７．

３％ 

このように、すべての能力等について過半数が、「採用する歯科衛生士が有していることが望

ましい」との認識を示し、特に「コミュニケーション能力」「精神的・肉体的な強さ」「歯科衛

生の専門知識・技術についての基礎的な資質・素養」は全体の９割以上が重要とした。 

最後に、歯科衛生学科の特色等を具体的に示した上で、その卒業生を「採用したい」とした

のは１９０箇所（全体の６６．７％）であった。そのうち１７４箇所が具体的な採用可能人数
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を示し、その合計は２８１人で、歯科衛生学科の入学定員７０人の４倍の水準であった。この

ように、本学の歯科衛生学科の卒業生に対しては、高い人材需要が見込まれることが明らかと

なった。 

少子化を背景に短期大学においては学生確保の状況が厳しさを増す中、既設の歯科衛生学科

は高い充足率を維持しており、高校生アンケート調査の結果からも本学の歯科衛生学科に対し

て進学ニーズは十分にあることが明らかとなった。また、高齢化の進展や地域包括ケアシステ

ムの構築、歯と口腔の健康づくりへの関心の高まりを背景に、全国的にも兵庫県においても歯

科衛生士の人材需要が高まる中、人材需要アンケート調査の結果から本学の歯科衛生学科設置

を切望する声が数多く聞かれた。 

「２０４０年に向けた高等教育のグランドデザイン」（中央教育審議会答申、平成３０（２０

１８）年１１月２６日）では、短期大学は「女子学生の教育にも大きな役割を果たすとともに、

幅広い教養を踏まえて職業又は実際生活に必要な能力を育成」してきた点を言及し、次の時代

に向けて「地域に必要な高等教育機関として教育の質を高めていくことが重要」としており、

地域が求める人材を養成する地域に必要な短期大学として、歯科衛生学科設立は本学の使命で

あると考える。 
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